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事務総局会議（第18回）議事録
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席 中村事務総長，村田総務局長鮓徳岡人事局長，氏本経理局長，門田民事
局長兼行政局長，吉崎刑事局長，手嶋家庭局長大須賀秘書課長兼広報
課長,杜下情報政策課長，染谷審議官，長崎審議官
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，令和3年度高等裁判所長官，地方裁判所長及び家庭裁判所長会同の
開催要領の変更について‘

村田総務局長説明（資料第1）

刑事手続において犯罪被害者の氏名等の情報を保護するための刑事
法の整備に関する法制審議会への諮問について
吉崎刑事局長説明（資料第2）
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事務総局会議資料藻’
（ 6月 ｜ 日開催）

事務総局会議配布資料

高等裁判所長官，地方裁判所長及び家庭裁判所長会同開催要

領

主催 最高裁判所

期日 令和3年6月16日 （水）

開催方法テレビ会議システムを用いて，最高裁判所と高等裁判所，地方裁判

所及び家庭裁判所を接続する方法により開催する。

なお，テレビ会議システムの具体的な接続先については，総務局長

から別途通達する。

協議事項（1） 当面の司法行政上の諸問題について

（2）その他

会同員 高等裁判所長官，地方裁判所長及び家庭裁判所長合計約80人

日程
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16日

(水）
最高裁判所長官挨拶
協議

昼食
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協議 休憩
事務的協議
(事務連絡）



事務総局会議資料亭ユ
（ 6月 1日開催）

(令和3． 6． 1刑一印）

配付資料目録

(刑事手続において犯罪被害者の氏名等の情報を保護するための刑事法の整備

に関する法制審議会への諮問について）
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諮
問
第
百
十
五
号

る
の
で
、
別
紙
要
綱
（
骨
子
）
に
つ
い
て
御
意
見
を
賜
り
た
い
。

刑
事
手
続
に
お
い
て
犯
罪
被
害
者
の
氏
名
等
の
情
報
を
保
護
す
る
た
め
、
早
急
に
法
整
備
を
行
う
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ

、
Ｌ
０
Ｊ
ｒ

も

）



＆

第
一
起
訴
状
に
お
け
る
個
人
特
定
事
項
の
秘
匿
措
置

別
紙一

起
訴
状
の
抄
本
の
送
達
等

１
検
察
官
は
、
公
訴
の
提
起
と
同
時
に
、
裁
判
所
に
対
し
、
起
訴
状
の
謄
本
に
代
え
て
被
告
人
に
送
達
す
る
も
の
と
し

'1） 定
さ
せ
る
こ
と
と
な
る
事
項
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
記
載
が
な
い
も
の
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。１

シ
）
‐
』
〆
」
。

て
、
起
訴
状
の
抄
本
で
あ
っ
て
次
の
仙
又
は
②
に
掲
げ
る
者
の
個
人
特
定
事
項
（
氏
名
及
び
住
所
そ
の
他
の
個
人
を
特

I

イ
刑
法
第
百
七
十
六
条
か
ら
第
百
七
十
九
条
ま
で
若
し
く
は
第
百
八
十
一
条
の
罪
、
同
法
第
二
百
二
十
五
条
若
し

要
綱
（
骨
子
）

次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
事
件
の
被
害
者

罪
を
犯
し
た
者
を
常
助
す
る
目
的
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
若
し
く
は
第
三
項
（
わ
い
せ
つ
の
目
的
に
係
る
部
分

く
は
第
二
百
二
十
六
条
の
二
第
三
項
の
罪
（
わ
い
せ
つ
又
は
結
婚
の
目
的
に
係
る
部
分
に
限
る
。
以
下
こ
の
イ
に

お
い
て
同
じ
。
）
、
同
法
第
二
百
二
十
七
条
第
一
項
（
第
二
百
二
十
五
条
又
は
第
二
百
二
十
六
条
の
二
第
三
項
の

ー

、
１
１
ノ
“

I

I

Ｉ
ノ
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､

(2)

ロ
児
童
福
祉
法
第
六
十
条
第
一
項
の
罪
若
し
く
は
同
法
第
三
十
四
条
第
一
項
第
九
号
に
係
る
同
法
第
六
十
条
第
二

■

ノ、

側
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
個
人
特
定
事
項
が
被
告
人
に
知
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
お
そ

(ロ）

ｊ
ｊ

定
事
項
が
被
告
人
に
知
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
事
件

く
ｌ

(イ） 第
四
条
か
ら
第
八
条
ま
で
の
罪
に
係
る
事
件

件項
の
罪
又
は
児
童
買
春
、
児
童
ポ
ル
ノ
に
係
る
行
為
等
の
規
制
及
び
処
罰
並
び
に
児
童
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律

に
限
る
。
）
若
し
く
は
第
二
百
四
十
一
条
第
一
項
若
し
く
は
第
一
二
項
の
罪
又
は
こ
れ
ら
の
罪
の
未
遂
罪
に
係
る
事

穏
が
著
し
く
害
さ
れ
る
お
そ
れ

け
る
そ
の
配
偶
者
、
直
系
の
親
族
若
し
く
は
兄
弟
姉
妹
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
名
誉
又
は
社
会
生
活
の
平

イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
犯
行
の
態
様
３
被
害
の
状
況
そ
の
他
の
事
情
に
よ
り
、
被
害
者
の
個
人
特

の
者
を
畏
怖
さ
せ
若
し
く
は
困
惑
さ
せ
る
行
為
が
な
さ
れ
る
お
そ
れ

。

ｊイ
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
被
害
者
若
し
く
は
そ
の
親
族
の
身
体
若
し
く
は
財
産
に
害
を
加
え
又
は
こ
れ
ら

！ 被
害
者
等
（
被
害
者
又
は
被
害
者
が
死
亡
し
た
場
合
若
し
く
は
そ
の
心
身
に
重
大
な
故
障
が
あ
る
場
合
に
お

、
ノ
グ

、

／

イ
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リ

２
１
の
抄
本
の
訴
因
は
、
罪
と
な
る
べ
き
事
実
を
特
定
し
た
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

３
裁
判
所
は
、
１
に
よ
る
１
の
抄
本
の
提
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
刑
事
訴
訟
法
第
二
百
七
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
か

４
検
察
官
は
、
１
の
場
合
に
お
い
て
、
被
告
人
に
弁
護
人
が
あ
る
と
き
は
、
弁
護
人
に
送
達
す
る
も
の
ど
し
て
、
起
訴

５
裁
判
所
は
、
４
に
よ
る
起
訴
状
の
謄
本
の
提
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
３
に
よ
る
１
の
抄
本
の
送
達
と
併
せ
て
、
遅
滞

第
二
百
五
十
五
条
及
び
第
二
百
七
十
一
条
第
二
項
中
「
起
訴
状
の
謄
本
」
と
あ
る
の
は
、
「
１
の
抄
本
」
と
す
る
も
の

な
く
、
弁
護
人
に
対
し
、
個
人
特
定
事
項
を
被
告
人
に
知
ら
せ
て
は
な
ら
な
い
旨
の
条
件
を
付
し
て
起
訴
状
の
謄
本
を

状
の
謄
本
を
裁
判
所
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

６

と
す
る
こ
と
。

か
わ
ら
ず
、
遅
滞
な
く
１
の
抄
本
を
被
告
人
に
送
達
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
し
、
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
法

イ
そ
の
者
の
名
誉
又
は
社
会
生
活
の
平
穏
が
著
し
く
害
さ
れ
る
お
そ
れ

れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者

ロ
イ
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
そ
の
者
若
し
く
は
そ
の
親
族
の
身
体
若
し
く
は
財
産
に
害
を
加
え
又
は
こ
れ
ら
の

者
を
畏
怖
さ
せ
若
し
く
は
困
惑
さ
せ
る
行
為
が
な
さ
れ
る
お
そ
れ

6

1
人

●
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10 ９
検
察
官
は
、
８
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
弁
護
人
に
．
送
達
す
る
も
の
と
し
て
、
起
訴
状
の
謄
本

８
裁
判
所
は
、
１
に
よ
る
１
の
抄
本
の
提
出
が
あ
っ
た
後
に
弁
護
人
が
選
任
さ
れ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
検
察
官
に

７
裁
判
所
は
、
６
に
よ
る
１
の
抄
本
の
提
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
３
に
よ
る
１
の
抄
本
の
送
達
と
併
せ
て
、
遅
滞
な
く

．
〕

６
検
察
官
は
、
４
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
５
に
よ
る
措
置
に
よ
っ
て
は
、
１
側
ハ
イ
若
し
く
は
②
イ
に
規
定
す

ぐ
。

を
被
告
人
に
知
ら
せ
て
は
な
ら
な
い
旨
の
条
件
を
付
し
て
起
訴
状
の
謄
本
を
送
達
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る

を
裁
判
所
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

、
１
の
抄
本
を
弁
護
人
に
送
達
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

止
で
き
な
い
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
裁
判
所
に
対
し
、
起
訴
状
の
謄
本
に
代
え
て
弁
護
人
に
送
達
す
る
も

。
●

●

送
達
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

旬

ｊ

る
名
誉
若
し
く
は
社
会
生
活
の
平
穏
が
著
し
く
害
さ
れ
る
こ
と
又
は
１
⑩
ハ
ロ
若
し
く
は
②
ロ
に
規
定
す
る
行
為
を
防

ぐ

の
と
し
て
、
１
の
抄
本
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

裁
判
所
は
、
９
に
よ
る
起
訴
状
の
謄
本
の
提
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
弁
護
人
に
対
し
、
個
人
特
定
事
項

、、

、
０
１
０
Ｊ
ノ

1

、
．
◇
ノ

－4－



二
被
告
人
又
は
弁
護
人
に
対
す
る
個
人
特
定
事
項
の
通
知

１
裁
判
所
は
、
－
３
に
よ
る
措
置
を
ど
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
次
の
側
又
は
②
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
認
め
る
と

13 12

．
』

ｕ
検
察
官
は
、
８
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
蛆
に
よ
る
措
置
に
よ
っ
て
は
、
１
㈹
ハ
イ
若
し
く
は
②
イ
に
規
定
す

ぐ

す
る
旨
の
決
定
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

き
は
、
被
告
人
又
は
弁
護
人
の
請
求
に
よ
り
、
当
該
措
置
に
係
る
個
人
特
定
事
項
の
全
部
又
は
一
部
を
被
告
人
に
通
知

す
る
こ
と
。

ぱ
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

止
で
き
な
い
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
裁
判
所
に
対
し
、
起
訴
状
の
謄
本
に
代
え
て
弁
護
人
に
送
達
す
る
も

ｊ

る
名
誉
若
し
く
は
社
会
生
活
の
平
穏
が
著
し
く
害
さ
れ
る
こ
と
又
は
１
側
ハ
仁
若
し
く
は
②
ロ
に
規
定
す
る
行
為
を
防

の
と
し
て
、
１
の
抄
本
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

一
）
、
ン
」
◎

裁
判
所
は
、
ｕ
に
よ
る
１
の
抄
本
の
提
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
１
の
抄
本
を
弁
護
人
に
送
達
し
な
け
れ

１
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
１
の
抄
本
が
２
に
違
反
す
る
と
き
は
、
判
決
で
公
訴
を
棄
却
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と

、
１
Ｏ
ｆ
ｆ

グ

〆

、

Ｉ

’

ノ

０
１
も

－5－



ノ

２
．
裁
判
所
は
、
－
７
又
は
岨
に
よ
る
措
置
を
と
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
次
の
側
又
は
②
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
認

(2) (1) (2)け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

(1)め
る
と
き
は
、
被
告
人
又
は
弁
護
人
の
請
求
に
よ
り
、
弁
護
人
に
対
し
、
当
該
措
置
に
係
る
個
人
特
定
事
項
を
被
告
人

■

に
知
ら
せ
て
は
な
ら
な
い
旨
の
条
件
を
付
し
て
当
該
個
人
特
定
事
項
の
全
部
又
は
一
部
を
通
知
す
る
旨
の
決
定
を
し
な

ｊ
く
害
さ
れ
る
こ
と
並
び
に
－
１
側
ハ
ロ
及
び
②
ロ
に
規
定
す
る
行
為
を
防
止
で
き
る
と
き
。

く

あ
る
と
き
。

イ
被
害
者
の
個
人
特
定
事
項
当
該
措
置
に
係
る
事
件
に
係
る
罪
が
－
１
側
イ
及
び
ロ
に
規
定
す
る
も
の
に
当
た

ロ
被
害
者
以
外
の
者
の
個
人
特
定
事
項
当
該
措
置
に
係
る
者
が
－
１
②
に
掲
げ
る
者
に
当
た
ら
な
い
と
き
。

当
該
措
置
に
よ
り
被
告
人
の
防
御
に
実
質
的
な
不
利
益
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
。

当
該
措
置
に
よ
り
被
告
人
の
防
御
に
実
質
的
な
不
利
益
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
。

ら
ず
、
か
つ
、
当
該
措
置
に
係
る
事
件
が
同
ハ
に
掲
げ
る
も
の
に
当
た
ら
な
い
と
き
。

次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
当
該
措
置
に
係
る
個
人
特
定
事
項
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
場
合
で

ｊ

－
５
又
は
岨
に
よ
る
措
置
に
よ
っ
て
、
－
１
側
ハ
イ
及
び
②
イ
に
規
定
す
る
名
誉
又
は
社
会
生
活
の
平
穏
が
著
し

く

罐
、
、
１
Ｊ
‐
』

）

－6－



三
弁
護
人
に
よ
る
訴
訟
に
関
す
る
書
類
又
は
証
拠
物
の
閲
覧
及
び
謄
写
の
制
限

２
裁
判
所
は
、
－
１
仙
に
掲
げ
る
被
害
者
に
つ
い
て
－
６
又
は
皿
に
よ
る
－
１
の
抄
本
の
提
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
弁

１
裁
判
所
は
、
－
１
側
に
掲
げ
る
被
害
者
に
つ
い
て
－
４
又
は
９
に
よ
る
起
訴
状
の
謄
本
の
提
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、

４
１
又
は
２
に
よ
る
請
求
に
つ
い
て
し
た
決
定
に
対
し
て
は
、
即
時
抗
告
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

３
裁
判
所
は
、
１
又
は
２
に
よ
る
請
求
に
つ
い
て
決
定
を
す
る
に
は
、
検
察
官
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も

該
措
置
に
係
る
被
害
者
の
供
述
の
証
明
力
の
判
断
に
資
す
る
よ
う
な
被
告
人
そ
の
他
の
関
係
者
と
の
利
害
関
係
の
有
無

護
人
が
刑
事
訴
訟
法
第
四
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
訴
訟
に
関
す
る
書
類
又
は
証
拠
物
を
閲
覧
し
又
は
謄
写
す
る
に

を
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
と
き
そ
の
他
の
被
告
人
の
防
御
に
実
質
的
な
不
利
益
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と

弁
護
人
が
刑
事
訴
訟
法
第
四
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
訴
訟
に
関
す
る
書
類
又
は
証
拠
物
を
閲
覧
し
又
は
謄
写
す
る

き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

れ
も
被
害
者
の
も
の
に
限
る
。
）
を
被
告
人
に
知
ら
せ
て
は
な
ら
な
い
旨
の
条
件
を
付
す
る
も
の
と
し
、
た
だ
し
、
当

△

に
当
た
り
、
弁
護
人
に
対
し
、
こ
れ
ら
に
記
載
さ
れ
又
は
記
録
さ
れ
て
い
る
当
該
措
置
に
係
る
氏
名
又
は
住
居
（
い
ず

の
と
す
る
こ
と
。

I

、
ノ

寸

）

、
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五
そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。

四
起
訴
状
の
朗
読
方
法
の
特
例

に
つ
い
て
二
１
の
決
定
が
あ
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
起
訴
状
を
、
－
３
に
よ
る
措
置
に
係
る
個
人
特
定
事
項
の
一
部
に
つ

い
も
の
を
」
と
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

よ
る
措
置
（
同
②
に
該
当
す
る
こ
と
を
理
由
と
す
る
も
の
に
限
る
。
）
が
と
ら
れ
た
場
合
に
限
り
適
用
す
る
も
の
と
し
、

い
て
，
二
１
の
決
定
が
あ
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
起
訴
状
の
抄
本
で
あ
っ
て
当
該
措
置
に
係
る
個
人
特
定
事
項
の
記
載
が
な

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
後
段
中
「
起
訴
状
を
」
と
あ
る
の
は
、
「
－
３
に
よ
る
措
置
に
係
る
個
人
特
定
事
項
の
全
部

も

害
者
の
供
述
の
証
明
力
の
判
断
に
資
す
る
よ
う
な
被
告
人
そ
の
他
の
関
係
者
と
の
利
害
関
係
の
有
無
を
確
か
め
る
こ
と

が
で
き
な
く
な
る
と
き
そ
の
他
の
被
告
人
の
防
御
に
実
質
的
な
不
利
益
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り

で
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

は
記
録
さ
れ
て
い
る
部
分
の
閲
覧
又
は
謄
写
を
禁
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
し
、
た
だ
し
、
当
該
措
置
に
係
る
被

口

－
３
に
よ
る
措
置
が
と
ら
れ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
刑
事
訴
訟
法
第
二
百
九
十
一
条
第
一
一
項
後
段
の
規
定
は
、
二
１
に

つ
い
て
、
こ
れ
ら
の
う
ち
当
該
措
置
に
係
る
氏
名
又
は
住
居
（
い
ず
れ
も
被
害
者
の
も
の
に
限
る
。
）
が
記
載
さ
れ
又

句

、
１
１
２
７
Ｊ

）
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第
二
逮
捕
手
続
等
に
お
け
る
個
人
特
定
事
項
の
秘
匿
措
置

。

一
逮
捕
手
続
の
特
例

１
検
察
官
又
は
司
法
警
察
員
（
警
察
官
た
る
司
法
警
察
員
に
つ
い
て
は
、
国
家
公
安
委
員
会
又
は
都
道
府
県
公
安
委
員

(1) 次
の
側
又
は
②
に
掲
げ
る
者
の
個
人
特
定
事
項
の
記
載
が
な
い
も
の
を
交
付
す
る
こ
と
の
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る

会
が
指
定
す
る
警
部
以
上
の
者
に
限
る
。
）
は
、
刑
事
訴
訟
法
第
百
九
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
逮
捕
状
の
請
求

も
の
と
す
る
こ
と
。

と
同
時
に
、
裁
判
官
に
対
し
、
書
面
で
、
逮
捕
状
に
代
え
て
被
疑
者
に
示
す
も
の
と
し
て
、
逮
捕
状
の
抄
本
で
あ
っ
て

イ
刑
法
第
百
七
十
六
条
か
ら
第
百
七
十
九
条
ま
で
若
し
く
は
第
百
八
十
一
条
の
罪
、
同
法
第
二
百
二
十
五
条
若
し

罪
を
犯
し
た
者
を
常
助
す
る
目
的
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
若
し
く
は
第
三
項
（
わ
い
せ
つ
の
目
的
に
係
る
部
分

お
い
て
同
じ
。
）
，
、
同
法
第
二
百
二
十
七
条
第
一
項
（
第
二
百
二
十
五
条
又
は
第
二
百
二
十
六
条
の
二
第
三
項
の

く
は
第
二
百
二
十
六
条
の
二
第
三
項
の
罪
（
わ
い
せ
つ
又
は
結
婚
の
目
的
に
係
る
部
分
に
限
る
。
以
下
こ
の
イ
に

次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
事
件
の
被
害
者

に
限
る
。
）
若
し
く
は
第
二
百
四
十
一
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
の
罪
又
は
こ
れ
ら
の
罪
の
未
遂
罪
に
係
る
事

。
、
０
４
Ｊ

、

）
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(2)
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者

イ
そ
の
者
の
名
誉
又
は
社
会
生
活
の
平
穏
が
著
し
く
害
さ
れ
る
お
そ
れ

ロ
イ
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
そ
の
者
若
し
く
は
そ
の
親
族
の
身
体
若
し
く
は
財
産
に
害
を
加
え
又
は
こ
れ
ら
の

ロ
児
童
福
祉
法
第
六
十
条
第
》
一
項
の
罪
若
し
く
は
同
法
第
三
十
四
条
第
一
項
第
九
号
に
係
る
同
法
第
六
十
条
第
二

ハ
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
犯
行
の
態
様
、
被
害
の
状
況
そ
の
他
の
事
情
に
よ
り
、
被
害
者
の
個
人
特

ｊ
ロ
ｊ

定
事
項
が
被
疑
者
に
知
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
事
件

く
く

第
四
条
か
ら
第
八
条
ま
で
の
罪
に
係
る
事
件

(ロ） （イ）①
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
個
人
特
定
事
項
が
被
疑
者
に
知
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
お
そ

項
の
罪
又
は
児
童
買
春
、
児
童
ポ
ル
ノ
に
係
る
行
為
等
の
規
制
及
び
処
罰
並
び
に
児
童
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律

件

の
者
を
畏
怖
さ
せ
若
し
く
は
困
惑
さ
せ
る
行
為
が
な
さ
れ
る
お
そ
れ

被
害
者
等
の
名
誉
又
は
社
会
生
活
の
平
穏
が
著
し
く
害
さ
れ
る
お
そ
れ

ｊイ
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
被
害
者
若
し
く
は
そ
の
親
族
の
身
体
若
し
く
は
財
産
に
害
を
加
え
又
は
こ
れ
ら

Ｉ

、
、
４

、

ノ
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､

二
勾
留
手
続
の
特
例

３
１
に
よ
る
請
求
に
よ
り
逮
捕
状
の
抄
本
の
交
付
が
あ
っ
た
と
き
は
、
逮
捕
状
に
よ
り
被
疑
者
を
逮
捕
す
る
に
当
た
り

１
検
察
官
は
、
刑
事
訴
訟
法
第
二
百
四
条
か
ら
第
二
百
六
条
ま
で
の
規
定
に
よ
る
勾
留
の
請
求
と
同
時
に
、
裁
判
官
に

２
裁
判
官
は
、
１
に
よ
る
請
求
を
受
け
た
と
き
は
、
逮
捕
状
の
抄
本
で
あ
っ
て
１
側
又
は
②
に
掲
げ
る
者
の
個
人
特
定

定
事
項
を
明
ら
か
に
し
な
い
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
及
び
勾
留
状
に
代
え
て
被
疑
者
に
示
す
も
の
と
し
て
勾
留
状
の
抄

、
逮
捕
状
に
代
え
て
こ
れ
を
被
疑
者
に
示
す
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

事
項
を
明
ら
か
に
し
な
い
方
法
に
よ
り
被
疑
事
実
の
要
旨
を
記
載
し
た
も
の
を
交
付
す
る
も
の
と
し
、
た
だ
し
、
当
該

す
る
こ
と
。

請
求
に
係
る
者
が
１
仙
又
は
②
に
掲
げ
る
者
に
当
た
ら
な
い
こ
と
が
明
ら
か
な
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
も
の
と

本
で
あ
っ
て
当
該
個
人
特
定
事
項
の
記
載
が
な
い
も
の
を
交
付
す
る
こ
と
の
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る

ｂ

対
し
、
書
面
で
、
勾
留
を
請
求
さ
れ
た
被
疑
者
に
対
す
る
被
疑
事
件
の
告
知
を
－
１
側
又
は
②
に
掲
げ
る
者
の
個
人
特

》
」
‐
ン
」
。

者
を
畏
怖
さ
せ
若
し
く
は
困
惑
さ
せ
る
行
為
が
な
さ
れ
る
お
そ
れ

〃

）

、
‐
ノ

｝

ノ
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５
裁
判
官
は
、
１
に
よ
る
請
求
に
係
る
措
置
を
と
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
次
の
側
又
は
②
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と

3. ノ４
１
に
よ
る
請
求
に
係
る
措
置
に
関
す
る
裁
判
に
対
し
て
は
、
当
該
措
置
に
係
る
者
が
－
１
仙
又
は
②
に
掲
げ
る
者
に

２
裁
判
官
は
、
１
に
よ
る
請
求
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
請
求
に
係
る
個
人
特
定
事
項
を
明
ら
か
に
し
な
い
方
法
に
よ

■
■
■

(1)

■
■

該
当
し
な
い
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
刑
事
訴
訟
法
第
四
百
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き

Ｐ
■

者
に
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

り
被
疑
事
件
の
告
知
を
行
う
も
の
と
す
る
と
と
も
に
、
勾
留
状
の
抄
本
で
あ
っ
て
当
該
個
人
特
定
事
項
を
明
ら
か
に
し

な
い
方
法
に
よ
り
被
疑
事
実
の
要
旨
を
記
載
し
た
も
の
を
交
付
す
る
も
の
と
し
、
た
だ
し
、
当
該
請
求
に
係
る
者
が
一

え
て
こ
れ
を
被
疑
者
に
示
す
も
の
と
す
る
こ
と
。

認
め
る
と
き
は
、
被
疑
者
又
は
弁
護
人
の
請
求
に
よ
り
、
当
該
措
置
に
係
る
個
人
特
定
事
項
の
全
部
又
は
一
部
を
被
疑

り

１
個
又
は
②
に
掲
げ
る
者
に
当
た
ら
な
い
こ
と
が
明
ら
か
な
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

１
に
よ
る
請
求
に
よ
り
勾
留
状
の
抄
本
の
交
付
が
あ
っ
た
と
き
は
、
勾
留
状
を
執
行
す
る
に
当
た
り
へ
勾
留
状
に
代

次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
当
該
措
置
に
係
る
個
人
特
定
事
項
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
場
合
で

「

、
～
‐
ノ

、
－
ノ
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第
三
証
拠
開
示
等
に
お
け
る
個
人
特
定
事
項
の
秘
匿
措
置

三
そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。

一
証
拠
開
示
等
の
際
の
被
害
者
特
定
事
項
の
秘
匿
の
要
請

７
裁
判
官
が
５
に
よ
る
措
置
に
関
す
る
裁
判
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
不
服
が
あ
る
者
は
、
刑
事
訴
訟
法
第
四
亘
一
十

九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

６
裁
判
官
は
、
５
の
請
求
に
つ
い
て
裁
判
を
す
る
と
き
は
、
検
察
官
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る

(2)検
察
官
は
、
第
一
の
－
１
に
よ
り
第
一
の
一
１
の
抄
本
を
提
出
し
た
場
合
に
は
、
刑
事
訴
訟
法
第
二
百
九
十
九
条
の
三

声
）
‐
』
厚
」
○

イ
被
害
者
の
個
人
特
定
事
項
当
該
措
置
に
係
る
事
件
に
係
る
罪
が
－
１
仙
イ
及
び
ロ
に
規
定
す
る
も
の
に
当
た

あ
る
と
き
。

ロ
被
害
者
以
外
の
者
の
個
人
特
定
事
項
当
該
措
置
に
係
る
者
が
－
１
②
に
掲
げ
る
者
に
当
た
ら
な
い
と
き
。

当
該
措
置
に
よ
り
被
疑
者
の
防
御
に
実
質
的
な
不
利
益
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
。

ら
ず
、
か
つ
、
当
該
措
置
に
係
る
事
件
が
同
ハ
に
掲
げ
る
も
の
に
当
た
ら
な
い
と
き
。

、
ｑ
・
△
１
０
〃
４

、

、
、
Ｉ
ｊ
タ
ノ
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ノ

二
証
人
等
の
氏
名
及
び
住
居
の
開
示
に
係
る
措
置

す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

す
る
被
害
者
特
定
事
項
を
い
う
。
）
の
う
ち
起
訴
状
に
記
載
さ
れ
た
事
項
で
あ
っ
て
当
該
措
置
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
も

２
１
に
規
定
す
る
場
合
に
は
、
検
察
官
は
、
証
拠
書
類
又
は
証
拠
物
に
記
載
さ
れ
又
は
記
録
さ
れ
て
い
る
１
の
抄
本
の

ｊ

ｌ
検
察
官
は
、
第
一
の
一
１
㈹
イ
若
し
く
は
ロ
に
掲
げ
る
事
件
又
は
同
ハ
に
掲
げ
る
事
件
（
同
ハ
イ
に
係
る
部
分
に
限

くの被告人に知られないようにすることの求めを、被害者特定事項（同法第二百九十条の二第一項に規定

提
出
に
係
る
氏
名
又
は
住
居
（
い
ず
れ
も
被
害
者
の
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
も
、
刑
事
訴
訟
法
第
二
百
九
十
九
条

名
又
は
住
居
（
い
ず
れ
も
被
害
者
の
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
も
、
刑
事
訴
訟
法
第
二
百
九
十
九
条
の
四
第
一
項
又

に
資
す
る
よ
う
な
被
告
人
そ
の
他
の
関
係
者
と
の
利
害
関
係
の
有
無
を
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
と
き
そ
の
他

の
四
第
三
項
又
は
第
四
項
の
措
置
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
た
だ
し
、
当
該
措
置
に
係
る
被
害
者
の
供
述
の

０

は
第
二
項
の
措
置
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
た
だ
し
、
当
該
措
置
に
係
る
被
害
者
の
供
述
の
証
明
力
の
判
断

０

る
。
）
の
被
害
者
に
つ
い
て
第
一
の
－
１
に
よ
り
第
一
の
－
１
の
抄
本
を
提
出
し
た
場
合
に
は
、
当
該
措
置
に
係
る
氏

の
被
告
人
の
防
御
に
実
質
的
な
不
利
益
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
《
こ
の
限
り
で
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

、

、

I

）
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第
四
裁
判
書
等
に
お
け
る
個
人
特
定
事
項
の
秘
匿
措
置

三
そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。

二
裁
判
所
は
、
第
一
の
－
１
側
に
掲
げ
る
被
害
者
に
つ
い
て
第
一
の
－
５
又
は
岨
に
よ
る
措
置
を
と
っ
た
事
件
に
つ
い
て

一
第
一
の
－
１
伽
に
掲
げ
る
被
害
者
に
つ
い
て
第
一
の
－
３
に
よ
る
措
置
が
と
ら
れ
た
事
件
に
つ
い
て
は
、
刑
事
訴
訟
法

第
四
十
六
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
被
告
人
そ
の
他
訴
訟
関
係
人
（
検
察
官
及
び
弁
護
人
を
除
く
。
）
は
、
裁
判
書
又

、
弁
護
人
か
ら
刑
事
訴
訟
法
第
四
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
交
付
の
請
求
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
裁
判
書
又
は
裁
判
を

４

る
。
）
が
記
載
さ
れ
た
部
分
に
つ
い
て
、
同
条
の
規
定
に
よ
る
交
付
の
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

は
裁
判
を
記
載
し
た
調
書
の
謄
本
又
は
抄
本
の
う
ち
当
該
措
置
に
係
る
氏
名
又
は
住
居
（
い
ず
れ
も
被
害
者
の
も
の
に
限

３
１
文
は
２
に
よ
る
措
置
を
と
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
刑
事
訴
訟
法
第
二
百
九
十
九
条
の
四
第
五
項
及
び
第
二
百
九
十

す
る
こ
と
。

九
条
の
五
か
ら
第
二
百
九
十
九
条
の
七
ま
で
と
同
様
の
規
律
を
設
け
る
こ
と
。

証
明
力
の
判
断
に
資
す
る
よ
う
な
被
告
人
そ
の
他
の
関
係
者
と
の
利
害
関
係
の
有
無
を
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
な
く
な

る
と
き
そ
の
他
の
被
告
人
の
防
御
に
実
質
的
な
不
利
益
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
も
の
と

、
１
０
，

Ｊ
ノ

､

１
０
Ｊ
〆

』
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6

庁

第
五
そ
の
他
所
要
の
法
整
備
を
行
う
こ
と
。

五
そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。

四
刑
事
訴
訟
法
第
二
百
九
十
九
条
の
四
又
は
第
二
百
九
十
九
条
の
六
の
規
定
に
よ
る
措
置
を
ど
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
裁

三
第
一
の
－
１
側
に
掲
げ
る
被
害
者
に
つ
い
て
第
一
の
－
７
又
は
皿
に
よ
る
措
置
が
と
ら
れ
た
事
件
に
つ
い
て
は
、
刑
事

判
書
又
は
裁
判
を
記
載
し
た
調
書
に
当
該
措
置
に
係
る
氏
名
又
は
住
居
が
記
載
さ
れ
て
い
る
と
き
に
つ
い
て
も
、
一
か
ら

規
定
に
よ
る
交
付
の
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

ち
当
該
措
置
に
係
る
氏
名
又
は
住
居
（
い
ず
れ
も
被
害
者
の
も
の
に
限
る
。
）
が
記
載
さ
れ
た
部
分
に
つ
い
て
、
同
条
の

訴
訟
法
第
四
十
六
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
弁
護
人
は
、
裁
判
書
又
は
裁
判
を
記
載
し
た
調
書
の
謄
本
又
は
抄
本
の
う

三
ま
で
と
同
様
と
す
る
こ
と
。

氏
名
又
は
住
居
を
被
告
人
に
知
ら
せ
て
は
な
ら
な
い
旨
の
条
件
を
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

記
載
し
た
調
書
に
当
該
措
置
に
係
る
氏
名
又
は
住
居
（
い
ず
れ
も
被
害
者
の
も
の
に
限
る
。
）
が
記
載
さ
れ
て
い
る
と
き

は
、

弁
護
人
に
裁
判
書
又
は
裁
判
を
記
載
し
た
調
書
の
謄
本
又
は
抄
本
を
交
付
す
る
に
当
た
り
、
弁
護
人
に
対
し
、
当
該

『

タ

６
ｑ
８
７
ｆ

）
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1(第19回）議事録事務総局会議
I

！
＃

中村事務総長，村田総務局長，徳岡人事局長，氏本経理局長，門田民事｜

局長兼行政局長，吉崎刑事局長,手嶋家庭局長，大須賀秘書課長兼広報i

課長，杜下情報政策課長染谷審議官，長崎審議官

ｌ
ｌ
ｌ
ｊ
Ｉ

令和3年度外国出張計画について

大須賀秘書課長説明（資料第1）

裁判の迅速化に係る検証結果の第9回公表について

村田総務局長説明（資料第2.）

民事執行事件及び倒産事件担当者等事務打合せについて
門田民事局長説明(資料第3）

労働審判員研究会の開催について
門田行政局長説明（資料第4）

議事 1

/'~､
！ ノ

2

3

4

1

』

）

、

ノ
～

』

）

結果

●秘書課長 大須賀寛

一一一 一 吋

鵬
一
獅

出席

者

令和3年6月8日（火）午前10時00分～午前10時53分



浮饒壼講料隼’
令和3年度外国出張計画

合計3人

裁判官3人

合計2人

一般職2人

判事補海外留学研究（1年）

ドイツ，ベルギー， フランス

ー般職長期在外研究（1年）

1

2

米国フランス

、

１
１
ノ

）



亭琴替唇篭嘉料恥

総務局）(令和3． 6． 8

裁判の迅速化に係る検証結果の第9回公表について

(配布資料目録）

裁判の迅速化に係る検証に関する報告書（概要）【資料1】

Ｉ
ｊ

裁判の迅速化に係る検証に関する検討会委員名簿【資料2】

）



【事務総局会議配布資料1】

裁判の迅速化に係る
検証に関する報告書
（概要）

令和3年フ月

最高裁判所事務総局
一

､
ノ

／

一 一■ ー ● 一
－■ゆ鐸 巳一･一･一

１
１
１I 第9回迅速化検証について

－－－ 寺｡ 9勺q ▲一一一一一 ．－=一ｰ ~ーL－h－－～ 一一
■■■■P■一■－毎一一一一一 一

■－－－ －わ■一旬 一 qv－T 凸 一戸一

I令迅鬮じ検証について

｜ 裁判の迅連化に関詫法律8条1項に率,裁判･迅鍾化に係る総合胸,雲霞"っ多角的な検証塞施
|【従前の迅速化検証】
|統計デｰﾀを用いた窪期間等の検証と裁判手続の実情調査を行い,検証検討会を開催した上で‘検証結果を公表、
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’
【第9回の迅)誼上検証】
新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症感染拡大が裁判に与えた影響や対応伏況を鯛査, .整理じた上で外

鰐躍繍蕊瀞屋鰯慈繍鰯雪鍵酷崇を公蒙
民事.刑事.家事各1”『を対象に実情鯛査(感染防止の観点からｳｪﾌ会議を利用)を実施
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一 ‐ ｮ■ 一 守－5 ､ 一 合 ～

《参割検証検討会委員について
今
１
１
０
‐
凸
Ｂ
宮
△
■
■
・
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Ｉ
‐
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６
８
Ｌ
Ｌ
‐
‐
７
０
Ｌ

ｰや ｰ

‐‐ 一 一■ 皇 グー , マ←

(一橋大学大学院法学研究科教授〉

(弁護士［第二東京弁護士会］）

(政策研究大学院大学特別教授）

(最高検察庁公判部長）

(東京工業大学環境･社会理工学院教授）

(東京大学大学院法学政治学研究科教授）

(読売新聞東京本社社会保障部長）

(東京地方裁判所判事）

(東京地方裁判所判事）

(京都大学大学院法学研究科教授）

(弁護士臨二東京弁護士会］）

山本和彦長
員
座
委 出井直樹

井堀利宏

畝本直美

奥山信一

川出敏裕

小林篤子

平出喜一

森田浩美

山田 文

横井弘明

I
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、
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令和3年7月現在
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新謹掴回ジ喧瑚蹴慰雛②耀鰭潔履繊砿

L－．－ ． ゴ
一一一一一一

、
〕

ﾛ

（

〆

；
一一ー一＝■■■一一 ‐■ q■■＝ 一

.~ー一
一口一一一一一ー － －幸一 一色

一一一~、

_J新型コロナウイルス感染症を巡る社会的事象と裁判所対応の全体像
L _- － － － － 一 一

Ｆ
も
■
■
Ｂ
ｒ
■
ｒ
Ｒ
■
ｐ
ｌ
Ｉ
Ｐ
■

漉
一
舗
一

ｊ
１
Ｉ
０
０
１ 錘会馴涯議 識醗購珈鼬産鱗職

轡感染拡大防止策．

･手洗い‘咳ｴﾁ”卜の励行
・ﾏｽｸ着用の推奨
･傍聴席における間隔を空けた着席のお願い
9｢三つの密｣の回避等

e期日の性質や当事者の意向を踏まえた期日の取消し

国内で初の感染者を確認1月16日

内閣総理大臣，全国例l学校等の
3月2日からの臨時休校を要請

2月27日

( ）
_ニジ

昏 ｡

政府が新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症対策
の基本的対処方針を決定

3月28日

P ~■ ｡『

緊急事態宣言 ・
期間:5月6日まで
対象地｡：7都府県

4月7日
鯵感染が拡大していた特定警戒都道府県を中心に＃
裁判所として必要な機能を維持できる範囲に業務を縮小

緊急事態宣言，全国に拡大4月16日
0 ・・ 9

緊急事態措置の実施期間を
5月31日まで延長

5月4日
像事卸長期化に伴い,裁判手続の再開に向けた検討
e緊急事態措置の対象にならなくなった地域で，
感染防止措置を講じ,‘地域の実情にも留意しながらハ
段階的な業務の再開 ．

町■ ｡ ●

5月14日
5月21日

緊急事態措置の対象地の縮小
6 ー

、

緊急事態解除宣言5月25日

浄最高裁において，公衆衛生学等の専門的知見に基づき，
裁判所の感染防止対策の在り方を整理･公表 、
（ﾏｽｸ着用の徹底,傍聴席の利用制限の緩和等）

新翌ﾛﾛﾅｳｲﾙｽ感染症分科会が，
業歴弱りがｲドﾗｲﾝの実効性を
より高めていくこと等を提言

一

1

11月9日／

ー■一トー－－

一~~~ .~一~一 ~ ゞ－毒一一一一一一一・､ー~.~~｜
陶
諦
味

白

､効果的な感染防止対策を実施しつつ

電話会議やｳｪブ会議の活用など裁判運営上の工夫等を行い，
対象地域の裁判所でもｼ裁判業務を継続

緊急事熊宮＝

対象地84都県
（その後11都府県に拡大）

ノ

3
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i

令和2年の月ごとの事件の概況（東京地裁本庁，東京家裁本庁）
－■－－－■ ‐~一 一一 －－－一 一一一一一一一一一

’令翻2鰄鵬萬職c翻繍燃剛謬顯職遊｢.~~~~…一~一~ → . ~= ~ ←－－~~~~~~ "~ ~ ~ －－－~爵"~~一~~－.一一~
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|鐘緊急事態龍の実施期間中(令和2年4月及び5月の統計） ．:緊急性の高い業務を除き,業務を縮小
i ＝既済事件数:前年同月より》認）（業務縮小の範囲の遅wと応じて減少幅に差）

｜ なお,新受事件数も前年同月より減少(受付業務は緊急事態措置実施期間中も継続〉

|毎緊急事態解除宣言後：感染防止策を講じながら段階的に業務再開
｜ ＝既済事件数は令和2年6月から8月にかけて徐々に回復

諸翻勇鐸画新漂崖礁魏鶏鰯績
1

１
１
１
１

●国

各事件別新受寧件の前年同月比
各事件別既済事件の前年同月比

'

14砿 14砿
緊愈事旦 鴎色事睦

措匠
騨鰭糊間
（『鯨》

4〃~5/25

浬醗

八,26吟 柵匝
毎
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ｙ
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Ｌ 東京地裁本庁及び簾涼家裁本庁における具体的な対応状況等
凸

■ 露慧識篝濤 I■■溌麹総瓢凄年4潟 ｱ園》繭

●感染拡大防止策の実施

・ﾏｽｸ着用の推奨,体調不良理由の不出頭を不利益に取り扱わな↓膳置，
法廷の傍聴席の利用制限，「三つの密｣の回避（狭し暗ﾛ屋の利用の回避）等

・期日の性質，当事者の意向な壁踏まえた期日の取消し

裁判員裁判鰄事件:令和2年3月2日舵の学校の休校要請を踏まえ,3月の期日の多くを取消し
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1 蘂霊雲霧諸壼錘震瀧雛燕織毫蕊遍禰噸鱗鹿雛
穆裁判所として必要な機能を維持できる範囲に業務を縮小

' 學謹:裳葱繊続
民事：保全事件,DV事件等

刑事：被告人が勾留されている公判事件等

家事：保全事件，子の引渡しや婚姻費用･養育貴請求事件のうち，特に急ぐもの等

．それ以外(民事通常訴訟,裁判員裁判対象事件,家事調停事件等） 二業務縮小(期日の取消し等）
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止措置を講じな鵬段階的な業務の再開，裁判運営上の工夫

･民事：電話会議，ｳｪプ会議の利用，使用可能な法廷等が限られることを踏まえ期日充実への検討の機運の高まり

･刑事；法壇における”ﾘﾙ板の設置,広い評議室の使用等の感染防止策を講じな楯裁判員裁判を実施 、

．家事：電話会議の活用を含む，事案等に応じたﾒﾘ八りをうけた調停運営等，調停の本質･利点に立ち返って調停運営の在り方を検討
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検証検討会での議論（委員等の意見） I
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e新受件数について 、．
・民事事件について．
緊急事態解除宣言後もォ新受事件の回復が緩やがであり，感染拡大前の状況に戻づて↓噂い点について礒論

辱・髻謹騨濡撫震雪零繍繍謡鶏鶴鰯鰄撫澱'抑聯？
・刑事事件について
緊急事態宣言中は,大幅に新受事件が減少している背景につしYて議論

嘩驚灘雰職懸灘譲繍諒鰐職鰯驚的に行‘ル
ぞもそも，緊急事態宣言中は，人の外出が抑制討てたので，街頭犯罪の発生自体蝿った影響。

I
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●未済件数について

既済件数は令和2年8月以降,おおむね感染拡大前の状態に戻っているが,未済件数は緊急事蝦宣言前の状態まで至っていない。

今この点について,既済件数を増悔ことだけに囚われるのではなく,適正かつ充実した事件処理を行うこと賊大切砺るとの指摘あり一－－－－ －， ， －－‘具…‐ ‐ －－－－ ．－．－． _ー
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令和2年4月の緊急事態宣言中に業務を縮小し,緊急性の高い事件に絞って事件処理を行った点について議論

坤この点について,委員から以下のような指摘伽'た。
、裁判所の業務は社会的に重要なものであり,裁判を止めることの影響は大きいことが明らかとなった｡
・令和2年の緊急事態宣言時は新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症の実態もよく分かっておらず,広めの対応をしたことはやむ葱号ない。

・令和2年の経験を生かして,今後は工夫をしな力吟乗り切っていくこと継事である。 ．
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’新型コロナｳｲﾙｽ感染症の影響を踏まえて’
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●今後の事件動向等について

新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症の収束までにはなお一定の期間を要すること減見込まれる “

吟．今後の統計デｰﾀの分析では'新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症の状況や影騨等に引き続き注意種払う必要．また,感染拡大鰄響や生活様式の到上などに伴って，
・ 裁判所に提起される事件の類型や内容が変化する可能性にも配慮すること城必要
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ノ

審理の充実に向けた取組等について

曇壽蛎謡謹至L蕊溌薦Mf灘惚繍織鰯雲であり’
1．

輪:腰鯉蕊蝋畿り雲蕊 霧熱黙認濯諾繍謹誌らがに！
今後,新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症を契機とし灌譜題や取組等の状況にも注視しながら，
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【平均慶理揃間の推諮】
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e平均審理期間は近年再び猿期化傾向にある
・平均審酵咀間は，平成22年頃がら平成27年まで
長期化職き，その後(詞剥黄ぱいに推移したがj
近年は再び長期化

（※ただし,令和2年のデｰﾀには,砺型ｺﾛﾅｳｲﾉl夙感錘拡大及び
緊急厚態璽巨の発出の影圏もあると思われる.》
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舎孝劇智浬期間が震期伽頃向にある ⑤側蜀期間2年超の未淘事件は増加傾向にある
・手続段階別に平均期間を見ると,第1回口頭弁論から人証調べ開始 、係属期間2年超の未済事件の数及び全未済事件に占める
まで（争点整理期間）の平均期間が長期化 割合は，おおむね増加傾向
RZ：15．．3月（H30からユ．2月埴加） R2gユ万2267件(H30から的3000fW加）

．訴え提起から第i回口頭弁論までの平均期間も近年長巍化の傾向 RZ:10. 7%(H3･から1. 8961畠1m)
R2：3，ユ月(H30から0．3月鐵ﾛ）

（※ただし,令和2郭デｰﾀには,新型ｺﾛﾅﾜ･ｨJi撰感…釦…ひ緊魚亭魍宣風発出の影函もあると思われる.）

人鉦圃ぺを実施して対席判決で侭局した事件における手練段階別平均期間の推移 係属期間2年超の未済事件の闘合及び係風期間別事件散の推移
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民事実情調査の結果 （卿覗模の地方議判所本庁'託罰､弱応憂単位弁護士会を対象とし握調査で現れた当地の実情） I
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●在るべき姿 ． ●実情
）･準備事項を踏まえた提出期限の設定 ＝･代理人は,予定どおりに準備を行うことができず，
一・代理人は必要な準備（依頼者本人との面談， 期限齢りに提出できないことが少なくない ・
作成した準備書面似確認等)を行い,． ・裁判所は,形式的に内容の薄し唇面が提出されても意味力唯いとして，
期限内に準備書面を提出． 一通りの督促しか行づていない
＝･相手方及び裁判所は提出された準備書面を踏まえて＝・相手方や裁判所は事前準備をできず;実質的な争点整理がで劫ぃ
事前準備を十分に行った上で期日に臨む ．
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鰯副霞識潅彦塞灌選翻舅糖難鬮麟遜憂辮
e一定の取組は行われているものの,裁判所･当事者間の認識共有は不十分
争いのある事実･ない事実の切り分け，証拠の重みを確認す7る議論が不十分 、
対立漉散しい事案については，裁判所は着目点を何となく分かる程度に言及するに止めることもある
・裁判官は質問の理由を必ずiﾉも十分に説明せず，代理人からも理由を尋ねていない
・ノンｺﾐｯﾄﾒﾝﾄﾙｰﾙ下での議論が行われてし噂い．
・代理人とじては，裁判官の質問に答えられないことが多い

|･繍的曹駕繍繍嚥蕊｡,驫鋤上…(尋…と鵬の幟争点に御…）
代理人 ：争点の確認･記銅上は不十分

裁判官は，調書に争点を記載することはほとん艶:<,仮に記載するとしても有益な記載はない,鰯:交通顎待で争点!ま｢顕故瞬於｣とのみ諺鹿）
裁判官がどこに着目しているか分からなしぽま尋問となり，判決を読んでようやく着目点が分かるといったこともある
裁判所からの争点整理案の提示と代理人による修正を通じて裁判所の認識を把握した経験がある弁護士もいるが,そのような経験が

| 《 ない弁護士も多い
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裁判所
弁謹圭会

1

内部での意見交換，弁護士の有志との意見交換な“一定の取組
裁判所との意見交換に出席していない弁謹士にその結果鯛重元割江も”し嘩畠 ’‐取組の効果が十分に発揮されていない
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I

’|民事実情調査の結果 (小規模の地方裁判所本庁1庁とこれに対E耐る単位弁震士会を対象とした調査で現れた当地の実情）
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●合議に付されるべき事件は適切に合議に付されている
・合議基準の設定

・新件を部内で検討する際に,①明らかに合鋪当,②明らかに単独相当,③判断に迷うとの分類を行って検討

④合議に付したことにより審理が停滞することはない
・合議に付したことによって，かえ.て事件の窪が停滞する問題は生じていない
・合議に付して裁判長が争点整理をしたところ,事件の塞罐んだ
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●充実した争点整理の実施
・審理の早い段階から〃争いのある事実･なし霞実を切り分ける
・争点整理の終盤には，主張整理表を作成して調書に添付
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|－ 舗蟻室溌瀧鮒蛎挫測
1 ． ．裁判所において，裁判体の構成員の間で充実した合議を行うこと放てきるかについて，

| :灘駕轆瀞耀灘繍｡恵見鋤…て‘聴“
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’ ・令和2年4月･5月には,一定の類型の事件を除き,民事裁判の全ての期日を取り消した脇
同年6月末以降はほぼ通常齢りの業務態勢に戻った
・業務再開の際は,早く進行させるのが望ましし頓案から再開
再開後,期日を開かずに遥遥塗進める又は民事調停法17条に基永決定を活用して終局させる工夫
・ｳｪﾌ会議の方法による協鐵は,当事者の表情を含めてｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝができるので, ､電請会議より使艸すい

…魏剛腕鱗…
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）

I検証検討会での議論(委員等の意見）’
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●期限までに準備書面が提出されないと,期日が空転し,審理予定鯛星延する
→利用者である当事者に迷惑”かるという意識を法曹全体が強く持つ必要
代理人：必要な準備期間を的確崎醒し,期限を守る意識を海養すること於必要
裁判Iw:督促の'IIxJ¥'期限に遅れだ理由を説明させる,場合によっては準備書面を陳述Pcせdjいなど厳正な訴訟指織必要L‐鑿型"I ヨ寧塑"'1W零’知哩IL壜"ﾉ?髪国寧璽盟竺噌ﾀリｰ雪'壁.坐1．雫秒悩電倒饗饗Pclざ｡』'喝L坪ﾕE畳尊襲空塞'響薑‐
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●･裁判所：判断枠組みが当然に共有されていると考えたり，踏み込んだ説明や心証開示は先入観"ると受け取られることを懸念
・期日において寅問理由の説明が不十分となり，着目点も何となく分かる程度にとどめている

| _冒畷霊鍵騨繍鯛諜鍵晨鶴耀輕雪琴鵬

男…二愚悪懲君搾…霧蕊擁…“韓譲喜醗臓撫鰄迩嘘蕊i難i組

｜ ‐取組の効果を十分に発揮するためには,弁護士の側と認識が共有されることが必要であり,具体的な改善策の検討MZ=
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●感染症拡大の影響により，期日胸ド常に貴重となり，次回までに何を準備し，期日に何をする”､を意識するようになった

●参考となる取組･工夫の紹介
→書面による準備手続の活用，ｳｭプ会議，裁定和解，調停に代わる決定など
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i･蕊潟慧蕊墨辮磯繍を鯛砿し,盲艫懲悪藏薩燕溺湿踊薑~~‐
|・期日間準備の実情について
・利用者である当事者の剛,法曹関係者全員獅限は守られるべきということを強く意識すること〃前提
‐準備書面漉限どおりに提出されるようにするために,以下の点のほか,“ような方策搾効であるかを具体的に検討することが必要
・代理人：準備書面作成のために必要な期間を的確に把握

・裁判所:代理人に必要な期間を踏まえた提出期限》次回期日を定める
＝期限が守られていなし塲合の訴訟指揮の在り方について,以下の指摘を踏まえて,具体的な検討が必要
・裁判所:準備書面を陳述させないことを含め,毅然とした態度を示すこと力泌要

'轡期日における争点整理の実情にｺいて，
＝裁判所と代理人との間での意思疎通を改善するために,あるべき争点墜理‘灘踏まえ’以下の点を踏まえた具体的な工夫例等を検討 ，｜
、 ．裁判所：前提となる判断枠組みを共有できるよう明示的に議論した上，発言の意図を丁寧に説明する ｜
・代理人:裁判所の発言の意図を確認する．．

刈
徹争点整理を充実させるための組織的取組
今:裁判所における取織継続するほか,取組が弁護士会全体に浸透するような具体的な改善策の検討が必要
一一 一一一一一～一一 一一一一一一一一
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合議体による審理を充実させる方策の積極的な取組に一定の効果 ．
引き続いての取組が必要

審理の見通しがﾌかないまま長期化する見込みの事件を早期に合溌に付すため,部の実情に応じた付合議基準設定や棚卸し等の工夫が必要
合議体において適切に合議を行うための方策について,部を超えた情報交換を進め,各部:各庁の実情に沿った在り方の検討が必要
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＠審理運営の在り方に変化が生じており，こうした変化はIT化を見据えた雲運営の改善にもつな加ていくもの
＝裁判官のみならず代理人においても,､有用な運用を着実に定着させるため,意織をもって取り組む必要
→法曹関係者は協力して,既存の審理運営の在り方にとらわれずj審理運営改善の方策を真剣に考え,取り組んでいくバき
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卿亭実情調査の織艮(中規模"穂判耐4櫛I獅索鶴庁及蝿鍾鐵轤雌鐘…豐地“） ’
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･法曹三者が意見交換をｲ弱研究会を開催
・験察庁内,単位弁護士会内で結果を共有）
・個々の裁判員裁判終了後に
当該事件を担当した法曹三者で振返りを実施
・裁判所においてﾉ高裁管内の他の裁判所との間で，
裁判員裁判対象事件の具体的な事例を基に議論
･単位弁護士会内での研修の充実 ，

I ’

。起訴後早期の打合せ．
・公判期日の仮予約
･公判前整理手続期日における口頭議醗を通じた；
事件のボｲﾝﾄや必要となる調畑こつしIての共通認識の形成
･統合証拠の作成方針につしvての弁霊人と検察官との調整
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再燕＝二~－
， 裁判員裁判の裁判員選任手続期日や公判期日は実施できず
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、裁判所の方針織判貝非対象事件で迅速に霊をｲ壷必要フ
輝る事件につしwて{螺急事態措置の実施期間中も期日を実
施）を検察庁･単位弁護士会に対し伝達
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i 検証検討会での議論（委員等の意見） ）（

公判蔵 蕪舅園雲、

●事件内容の変化

‐長期化に影響しているが,法曹三者卿紬こより直ちに対処すること(熔易ではない

鯵当事者の訴訟活動や裁判所の訴訟指揮 ． ．
‐否認事件の証拠開示等に課題I錨るものの,法曹三者が公判前整理手続の基本的な在り方について ．
－定の共通認識樹寺右ながら手続に臨んでいることが手続の迅速化に影響
※背景として,裁判員制度の導入を契機とする法曹三者間の議論の活悩上,司法研修所の修習指導内容の到上
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蹄後阜期の打合せや公判期日の儒繩含鋤,訴訟関係害伽判轆璽雫続の皐期･段階から適正かつ“｜手続雄めていくとの意識を持って工夫を重ねることが重要 ‘
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|･法薑三者の間で,公判前整理手続の在り方(争点整理に必要十分な主張書面の内容,ある類型の事件において
｜ 重要なボｲﾝﾄや必要な証拠など）につしYて共通認識を形成していくこと腫要
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家事事件及び人事訴訟事件の概況
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●平均審理期間
・別表鐸二騨停事件：6．4月(H30)→7｡ 5月

・一般扇得事件： 5．6月(H.30)→6｡ ア月

（考えられる長期化要因）

①取下”翻合が減少傾向， （取下礎りも相対的に平均審理｜

・繍蕊騒捧蟹謡鯲’
③令和2年については,新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症の影躍も。 ↓
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｝家事事件及び火事訴訟事件の概況

’色新受件数：8568件⑭既済件数：8157件

④平均審理期間：12．8月(H30)→13｡ 8月
＝（考えられる長期化要因)．

①財産分与の申立てのある事件の割合が増加傭向=蝋料収集をめぐって審理が難航卿方。
②離婚原因について，周辺頚惰についてまで主張の応酬が漁り返される傾向d
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(中規模の家庭裁判所本庁1庁とこれに対応する単位弁篭士会を対象とした調査で現れた当地の実憎）
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'家事実情調査の結果
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●調停室･待合室の三密回避●電話会議の活用④期日時間の短縮、期日を午前1枠，午後1枠から午前1枠，午後2枠に
●期日指定の際の2期日指定
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①進行ｲﾒｰプの調停委員会内及び当事者との間の認識共有
、第1回期日前･期日間準備の充実⑪評議の充実

・'8 .-壷B ？盲29 ､｡、 , 0 X .f~ w7 0. ･rl ､, r

⑥関係職種間の連携の重要性●親ガｲダﾝｽの有効性

ま ・・ タ、 垢 1．." "'n "

①手続代理人による子の利益を最優先にした働き掛けの必要性

' ’ －－－認識卿曜鯨

⑥関係職種間の連携の重要性●親ガｲダﾝｽの有効性
"

･報代理人による子の利益を鐙優先にした働き掛けの必雲性

、自主的紛争解決のための基本的ブﾛｾｽ〈傾聴十共感）

一家事事件手続法以降，基本的プロセスを大事にしつつ，
法的枠組み内での自主的解決を念頭に置いた聴取･調整を意識

●新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症の感染拡大を契機として，どうすれば

P

Ｉ

‘ 短時間で効率的な調停運営を行えるかの意識向上
ま ・・ タ、 垢 1．." "'n

’ :鵜欝鵲蝋鰯辨鵯震法的解決）
蔑磯遜菖繊溺 ， →当事者の話に耳を傾けるだけが｢傾聴｣ではない。

‐ 言事案に応じた調停運営の合理化のための工夫が必要
･ _' r jf - J4 K" '4】晴 ･"･,イ ・ ’ ⑥家庭内の紛争の適切な解決のために

一定の時間を要する事件もあり.(子を巡る問題など） ．
⑦ﾌﾛｰ調ﾌﾞｰﾄの活用、事前評議･書面評議の活用 一
⑪ホワイトボードの活用①期日終了時の振り返りの活用 事案に応じたﾒﾘ八ﾘ唾鳥調停運営級必要

ろ 含

●新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症の感染拡大を契機とした裁判所側の､事件類型や当事者のﾆｰズを踏まえた進行
調停運営の在り方の見直しの機運についての実感●婚姻費用分担･養育費が争点となっている場合
、当事者：調停の過程において十分に言い分を聴いてもらったとの

＝子の生活の基盤として，新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症の
「実感｣が重要

影響により一層早期解決ニーズが高い
｜ ＝単に時間をかけて話を聞くというだけではない，＝ウニーズを踏まえたより効率的･迅速な適予

「傾聴｣のｽｷﾙ(うな婚,要約等)力泌要
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人事講訟の合理的が霧効果的慈蜜理の在り方に鰐する現状と諜題

-I鰯龍籠罰淑蕊麓錘漉磯
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の有無により,要する期日回数が異なっている。
ある場合,送達できなも場合,.'移送の場舎鶚ﾕ回口頭弁論まで時間を要している。
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●財産分与の申立て

●補正内容が深刻で
一」

！

●裁判官

○裁判所f泌要と考える争点についてのみ求釈明
●弁震士．

○裁判所Iととっては周辺事情ても,
代理人としては主張せざるを得なし蝪合あり・
＝筆案によ｡て陳述書に記載するな'鋤工夫
・主張の関連性･必要性についての裁判官の考えを
示してもらえると有益

○争点整理の議論・

＝.､裁判所主零で行奏もらい腱いという意見 I

●裁判官

○当事者に対し, .－度目の調査嘱託の申立てにつしTては
広く採用するが二度目は関連性を厳しく審査すると説明
○訴訟代理人が相手方と対立する場合,任意開示が困難
‐長期化しやすい傾向

●弁護士

○調停段階から開示できる資料は穏腫的に開示
．○相手方の調査嘱託の申立てについて，
・迅速な進行のためできる限り同意
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困難ではないという意見 ． ．●人事訴訟担当裁判官と調停担当裁判官との間で定期的
な意見交換を実施し，財産分与の争点につしYて議論
一ー定の効果の実感あり
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人事訴訟の特徴を踏まえた，
争点整理の在り方の更なる議論が必要
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態民事事件以上に,新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症の感染拡大の中での対応を求められる場面が多い。 ・ ｛

伺感染症による紛争の発生撤・生活に直胤処建を遅らせるわけに伽胸墹題(養育費婚姻費鬮割｜
､期日の所薑時舳標職し'硬直的棚腿碗つ電実践 ’一調停委員等の関係者において，限られた期日の時間の中で何をすべきかという意識が醸成･向上
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⑧新型ｺﾛﾅﾜｲﾙｽ感染症の感染拡大を契機として'調停の本質･利点に立ち返り'調停運営の在り方自体を Y |見直そうという家裁の取組について好意的評価

,、 ）
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馨事案に応じたﾒﾘ八ﾘのある調停運営の重要性 ，
一個々の事件の内容を具体的に見ながらﾒﾘ八ﾘのうけ方を見極めていくことが必要
＝裁判所内部のみならず,弁護士(手続代理人)も含めて,議論の深化翻待
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馨新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症の影響により期日の所要時間に制約
弓i回1回の期日の充実化がより-層重要

⑲新型コロナｳｲﾙｽ感染症の影響により双方同席説明が困難？ ′
＝調停委員会と当事者との間における争点等の認識共有の手段を考える必要、

轡当事者による自主的紛争解決という観点からも,調停委員が法的見解を伝える際の十分な理由の説明が重要
●事情聴取：

‐建設的な合意形成に向けた意識変化を促謀kうな質問.発言を鵡ことも重要
‐単に聴く｣という傾聴の技法の一側面のみを強調するだけでは，調停委員の役割をかえって縮小させてしまう懸念
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③裁判所③裁判所 ：より積極的な争点整理八の関与が求められる。

心訴訟代理人；当事者本人の要望による制約はあるが，
主張売証の拡散を回避するための工夫例も

． （例：争点整理上関連性は低いが，
当事者本人が強調したい点は，
陳述善に記載）
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【事務総局会議配布資料2】

裁判の迅速化に係る検証に関する検討会委員名簿

出井直樹
(令和元年8月23日から）

弁護士（第二東京弁護士会）

井堀利宏政策研究大学院大学特別教授

畝本直美
最高検察庁公判部長

(令和2年9月9日から）

奥山信一東京工業大学環境・社会理工学院教授

川出敏裕東京大学大学院法学政治学研究科教授
ノ

小林篤子読売新聞東京本社社会保障部長

任．介辰哉
(令和元年9月5日まで）

東京高等裁判所判事

中尾正信
(令和元年8月23日まで）

弁護士（東京弁護士会）

中山大行
(令和元年9月6日から
令和2年10月26日まで）

横浜地方裁判所判事

平出喜一
(令和2年10月26日から）

東京地方裁判所判事

ノ 森田浩美
(令和2年5月31日から）

東京地方裁判所判事

京都大学大学院法学研究科教授 山田 文

山田真紀
(令和2年5月30日まで）

横浜地方裁判所判事

山本和彦一橋大学大学院法学研究科教授

横井弘明弁護士（第二東京弁護士会）

和田雅樹
(令和2年9月9日まで）

(五十音順・敬称略）

公安調査庁長官（前最高検察庁公判部長）
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事務総局会議資料津3
( j月9日開催）

（令和3． 6， 8民三印）

民事執行事件及び倒産事件担当者等事務打合せ開催要領

主催 最高裁判所

期日 令和3年12月9日 （木）

場所 最高裁判所

協議事項(1) 民事執行事件関係

ア民事執行法改正後の実務上の課題と対応策

イ実効的な子の引渡しの強制執行や解放実施の実現に向けた取組

ウ立会人及び執行補助者の適正な利用

エ監督官による執行官の指導監督を充実させるための方策

（2）倒産事件関係

ア倒産事件処理における事務の合理化に向けた方策

イ破産管財人の育成等

出席者 （1） 東京，横浜， さいたま，千葉，大阪，京都,神戸，名古屋，広島，

福岡，仙台,札幌及び高松の各地方裁判所において，民事執行事件及

び倒産事件を担当する本庁の裁判官1人（民事執行事件と倒産事件を

担当している部が異なる場合には， 2人とすることもできる。 ）

（2） (1)の各地方裁判所の民事次席書記官，総括主任書記官又は主任書記

官の各1人

（3）(1)の各地方裁判所の総括執行官1人（ただし， 4の(1)のみ）
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事務総局会議資料隼￥
〔 6月1日開催）

(令和3． 6． 8行二印）

労働審判員研究会の開催について

各地方裁判所

原則として9月から12月までの間で各地方裁判所の定める日

各地方裁判所

労働審判事件の処理に必要な専門的知識の習得

各地方裁判所に所属する労働審判員

主催

期日

場所

研究事項

出席者
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|〒 事務総局会議悌20回）議事録

白時|令和3年6月Ⅱ5個(火)午前］｡時00分～午前ﾕ｡時44分

場所|総局会議室
'出席|中村事務総長,村田総務局長,徳岡人事局長,氏本経理局長，門田民事

|者 |鱒鰈震珪稟菫鰯雲善蕊聯須章秘書課長兼広”
J議事| ‘判蕊嚇塞燕美繍撫謝堅扱方法に対して最高ゞ
， ’ 村田総務局長説明（資料第1）

’ ’ 2管財人等協議会の開催について
’ 門田民事局長説明（資料第2）

｜ 3令和3年度簡易裁判所刑事事件担当裁判官協議会の開催について ｜
吉崎刑事局長説明（資料第3）

4検察審査会事務局長研究会の開催について

’ 吉崎刑事局長説明（資料第4）
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詳善蕊議料筆’ 事務総局会議配布資料
(令和3．6． 15総一印）

裁判所法第82条に基づき裁判所の事務の取扱方法に対して

最高裁判所に申出がなされた不服の処理状況

（令和2年4月1日～令和3年3月31日）

1 不服の総処理件数

146件

2長官決裁による処理

1件

3局長等による専決処理状況

（1）処理件数 145件

（2）処理結果

監督権不行使145件

(3)概要i別添のとおり

（局課別内訳）

秘書課4件，総務局4件,人事局3件，経理局2件，民事局

件，刑事局 12件，行政局57件j家庭局16件
（態様内訳）

裁判事務関係122件，司法行政事務関係23件
(4)特徴的態様

申出人の類型としては,個別事件における訴訟指揮，判断内容，職員，・1~山ハv"租堂皇こしLWJ､, . 1回万'｣争1午における訴訟指揮，判断内容,職員の

、
、
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47

、
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。

対応

への不服等事件当事者からのものが94パーセント （137件）を占める。4
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裁判所法第82条に基づき裁判所の事務の取扱方法に対して最高裁判所に申出がなされた不服の専決処理等ノ
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その他 司法行政事務 その他

R2.8.24 局長等専決 監督権不行使 対象職員についての記賊なし

－

秘書課2 その他 司法行政事務 その他

ついての記賊なし
R2.9.1 局長等専決 監督権不行使

~

対象職員についての記賊なし

勤書謀3 その他 ｜司法行政事務 その他
R2.11.30 局長等専決 監督擢不行使
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R3.1.28 局長等専決 監督権不行使 についてのI．

肥餓なし

■■I■

七
《

ｐ
け
げ
Ｉ

》

藍
竜
守
。
』

一

口

蝉

一
の
↑

季

総務局5 当事者 司法行政事務 事務官
R3.3.16 局長等専決 監督権不行使 I

■■■■■■
総務局6 当事者 裁判事務 書記官

R2.6.29 1局長等専決
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人事局9 弁謹士 司法行政事務 その他 ’
R2,7.17 局長等専決 監督権不行使
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一
一

’ ’
~ー－

民事局29 当事者 裁判事務 裁判官
監督権不行使R2:11.2 局長等専決

－ ｰ－－

q ﾛ

1 1

民事局30 当事者 裁判事務 裁判官
R2.11-2 局長等専決8

げユ曲ユ曲

■

事者 ｜ 、裁判事務｜ ・裁判官民事局31 ．当 R2,,2 1局長 監督権不行使

Ⅱ－

１一
１１’一一一一

一

ｑ

』

ロ ﾛ 『ロ■

’
民事局321 当事者

監督権不行使
1 11 。

－－
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１
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〆
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』

L 芦

担当局課 申出入類型 対象事務 対象職員 不服の内容 処理日処理日 処理類型 処理結果 備考

一 ！ I 『 ， 1 ．－

I■■■■■■■． 旧■■■■■■■

民事局
Ｎ
ｉ
ｌ
“
ｌ
刈
司
Ｊ
ｌ
訓
円

今
‐
６

33 当事者 裁判事務 裁判官
R2.1112 局長等専決 監督権不行使

ニュ I ｜I ‐
■ ■ ■ ■ 一 －~r 君p』 ,＝司一－

『 U I ロ 。、 ロ ロ 9 Ⅱ

■ ー

民事局34 当事者 裁判事務 裁判官
R2.11.2 局長等専決 監督権不行使

－

＝

一 １
１

■
ｐ
Ｈ
■

、

暇 斑
j 蕊雲 〆I

35 民事局 ｜ 当事者 裁判事務 裁判官
R2:11.2 局長等専決 監督権不行使

’ 1…‐‘ ‐ ． ．『 1 1 ‐
】

36 民事局 ｜ ′当事者 裁判事務 裁判官
R2.11.2 監督権不行使

■ ー

民事局37 当事者 司法行政事務 書肥官
R2.11‘2 局長等専決 監督権不行使

民事局38 当事者 裁判事務 裁判官
R2.11.4 局長等専決

0

139
－

民事局 当事者、I裁判事務 裁判官
R2.11.4 局長等専決 監督権不行使1

、

0 民事局 当事者 裁判事務｜ ・裁判官
R2.11.4 局長等専決 監督権不行使

〆

5



』
１
日
ｑ
Ｉ
ｊ
Ｆ

、L‘一’ ～一

｜｜’

’一

’
１
１
｢－－

一一一・ ．

担当局課 申出人類型 対象事務 対象職員
|処理類型不服の内容

く
処理日 処理結果 備考

ー

P 』 ■ ■

■■■■■■
民事局41 当事者 裁判事務 ざ裁判官

R2.11.4 局長等専決 監督權不行使

－

L ■ 『 ■9 ，

－ ．：む

。 ；雪
｡

| 資事霄
1

、

民事局42 書記官
R2.11.20 局長等専決

C II

■ ﾛ ﾛ

洋鐵← ■
】

勺

民事局43 当事者 裁判事務 澗停委員
R2.11.30 局長等専決

睡 一

三
一
一
．

■ ■ ■■

融

－

I
津 守 年弓、

、

命 E q
民事局44 当事者 裁判事務 書記官 ー

R2.12.9 局長等専決
dも

一 昏 一

’
451 民事局 I 当事者 裁判事務 裁判官

R3.1.12 局長等専決

～

民事局

"ど亘一
当事者 ’ 司法行政事務 ,裁判官 ／

R3.1.12 局長等専決 監督権不行使

｜
I

I

| 議蠣” ｢－－－
’一一

|… ’ ’
47 当事者 書記官

対象事務には司法行政事務を
含む ‐

局長筆専決R3-1.18 監督権不行使

F当事者 ’
－
－

■
＝

〆

．R3.1.20
民事局48 裁判事務 その他

Ｊ

１

■

１

１

１

Ⅱ

１

１

１

’

刊

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

決 監督権不行使 対象職員Iま裁判官及び書記官
一一一

I

6



〆

異睦一一

、

～一

担当局課 申出人類型 対象事務 |対象職員 不服の内容

[翌塗
処理日 処理類型 備考少

’一

一

－

；琴
痩 争一

民事局49 当事者 蕊判事務 裁判官
R3.1.20 局長等専決 監督権不行使

「

’

一

一

－

■ －

』

民事局50 当事者 裁判事務｜ 裁判官～

局長等専決R3.2.18 監督権不行使

監督権不行使対象職員は裁判官及び書記官
511 民裏局 当事者 裁判事務 その他

局長等専決R3,2.18

斗

民事局52 当事者
一

裁判事務 その他
R3.2.18
-

局長等専決 監督権不行使 対象職員は裁判官及び害罷官

民事局53 当事者 裁判事務 裁判官
局長等専決R3.2J19 監督権不行使

’一一

民事局54 当事者 裁判事務 裁判官
R3.3.10 局長等専決 監督権不行使

’

’
民事局

’
55 当事者 裁判事務 裁判官

R3.3;10 局長等専決

I

|呵
Z

裁判官

ご＝
▲

…
－

R3;3.19

56 司法行政事務
局長等専決

ゴ

■

7
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） ～一

ﾛ ﾛ

一一

担当局課 申出人類型 対象事務 対象職員 不服の内容

’
処理日 処理類型 処理結果 備考

’■ ■■三

一一一

’

’一

’

一 ～一

民事局57 当事者 司法行政事務 事務官
～

監督権不行使R3.3.19 1局長等専決

’】

ユ

■■■■■■■■■
－ ■

裁判事務 ’｜ 書記官58 民事局 当事者
R3.3,19 局長等専決

ｒ

０

■

■

一

■

－

４

■

Ⅱ

６

■

■

凸

■

■
民事局59 当事者 ｜ 裁判事務 裁判官

R3.3.19 局長等専決1

1

当事者 裁判事務

一

当事者

一一

民事局60 裁判官
局長等専決R3.3.22

曽
冊
●
ｑ
ｇ
６
。
Ｔ
ク
マ
ｒ
Ｄ
Ｏ

民事局61 当事者 裁判事務
一

裁判官
局長等専決R3.3.30

ロ

刑事局62 当事者 裁判事務 裁判官
R2.7.14 局長等専決 不行使

＄

ロ － ． ．_． ｡． 、 ‐． … ｛． I

I＃
刑事局63 当事者

局長等専決

ロ ロ ロ ロ11 凸一 ■

’
＝ 士

I

刑事局64 当事者

」
R2.8.14 局長等専決 監督権不行使

－－－」－

8
~
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’担当局課 申出人類型 |,対象職員対象事務 不服の内容 処理日 処理類型 処理結果
‐

」
G－－

ロ ー●

一

’65 刑事局 当事者 裁判事務 裁判官
R2.8.24 局長等専決 監趨椛不行使１

１
１
！
Ｔ
Ｉ
Ｆ
Ｉ
Ｉ
Ｉ

｜
■

1

I

■一 一

一

刑事局66 当事者 裁判事務 裁判官
局長等専決R2.9恩 監督権不行使

■ r T

｜

Ｉ
Ｉ
Ｌ
ト
ト
ー
■
１
Ｖ
●
Ｉ
１
ｌ
８
１
１
ｌ
ｌ
Ｌ

－

刑事局67 当事者 裁判事務 裁判官
R2.10.23 局長等専決 監督権不行使

金印

刑事局68 弁霊士 司法行政事務 ,裁判官
|局長等専決R2.11.10 監督樋不行使

レ ニーニ

刑事局69 当事者 裁判事務 裁判官
R2.11も13 局長等専決 監督梅不行使

裁判官刑事局70 当事者 裁判事務
局長等専決R212．10 監督権不行使

刷事崎1…’
71 裁判官

R2.12.23 局長等専決 監督梅不行使

－

i
一

’ 1
72 司法行政事務 事務官

R3.219 局長等専決 監督権不行使

9



一

／
』

、一

担当局課 申出人類型 対象事務 対象職員 不服の内容 処理日 処理類型｜ 処理結果 備‘考

I

||i､＝

瀧

〃！y 刀喝

：窓73 刑事局 侭
聡

当事者

郵罰
裁判事務 裁判官

R3.3.25 局長等専決
Ｇ
Ｌ

ｚ
■
Ｆ

－
ｗ
－

監督権不行使
，p
R必

’
－－ｰ

74 行政局 当事者 ’ 裁判官
R26．4 局長等専決 監督権不行使

行政局75 書配官
R2.6.4 局長等専決 監督権不行使

０
１

行政局76 当事者 裁判事務 その他その他
局長等専決R26．4 監督権不行使 対象職員は裁判官及び書記官

億
》
ト
門
睡

７
８
９
７
０

行政局

行政局

I

行政局

行政局

当事者 裁判事務 書配官
R2.6卿 局長等専決 監督権不行使

’
一画一

当事者 裁判事務 害記官
R26.4 局 督権不行使

－

当事者 裁判事務｜ 裁判官
R2.610 局長等専決 監督権不行使

e

I f l炉
｡

一一

当事者 裁判事務 裁判官 I

R2.6.10 局長等専決 監督権不行使

ー＝

室秤
堂一、

一

一

寺
一
－

－

－

、
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一一､
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「

~J－－|対象事務

L－
担当局課 申出人類型 対象職員 不服の内容

’
処理日 処理類型 処理結果 備考

ー

ー
－

|－
－

81 行政局 当事者 裁判事務 裁判官

’
R2.6.10 局長等専決 監督権不行使

｜’

－

ｒ

ｌ

Ｉ

ｌ

Ｉ

Ｉ

Ｌ

Ｉ

ｒ

Ｌ

８

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

ｌ

Ｉ

Ｉ

ｂ

■

ｒ

Ｉ

０

Ｉ

ｌ

Ｉ

Ｉ

ｋ

一
・
一

82 行政局 当事者

’’書記官
R2.6.10 局長等専決 監督権不行使

－

行政局83 当事者 裁判事務 裁判官
R2.6.12 局長等専決 監督権不行使

行政局84 当事者 裁判事務 書記官
R26.19 局長等専決 監督権不行使

寸一
吾吾

行政局 当事者 ｜ 裁判事務裁判事務
判官，

85 その他
調停委員

、

対象職員は裁
及び書記官

R2.6,26 局長等専決 監督権不行使

、

｜｜’

〆

86 行政局 当事者 ｜司法行政事務 事務官
R2.7.1 1局長等専決

Ｉ
87

｣…？ ■
裁判事務 書記官

R2.7.13

’ I

里■■■■
、

ｒ
ｌ

－I

！ －’

88 当事者 裁判事務 書記官
R287.13 監督権不行使

一

、

1.1

壗墓置墨．



へ
、
ｌ
》k－－

／

－0－

ー
一

● ■

｡

瞳
■
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当局課 申出人類型 対象事務 対象職員 ’不服の内容 処理日 処理類型 処理結果 備考
句

!”89； ■■■－－－ －’

政局 当事者 裁判事務 書記官

’R2.7.13 局長等専決 監督権不行使

I

90 局 当事者 裁判事務 書記官
R2.7.13 局長等専決 ﾛ■■■■■監督梅不行使

ロ ｡ ロ

’ |■■
一－－一

審夢i瀞 1 ．
蕊。：～．

謹 言曇り
・言i

91 局 当事者 裁判事務 害妃官 J

R2.7.31 局長等専決
ｰ

幸子詮『 管ユ

｢－

行政局92 当事者 裁判事務 書記官
R2.7.31 局長等専決 監督権不行使

1 6 1 ， ．一 6 1 】

－

~

局長等専決

行政局93 当事者 裁判事務 その他
R2‘8.26 監督権不行使

■ 二■

H I D 8。 Ⅱ 『 0 W

’行政局94 当事者 裁判事務 薮判官
R2.9-4 局長等専決

凸。’ ’1
守
一

－

lト

95 行政局 I 当事者 ｜ 裁判事務 裁判官
R2.9.10 局長等専決 監督権不行使

一

’
t

１
１6 行政局 裁判官

’
R2.9.10 局長等専決 監督楕不行使

L

’－

一

－－－
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賢

現一 発‘烹
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担当局課 申出人類型 対象事務 対象職員 不服の内容 処理日 処理類型 処理結果 備考
一

l 『 I

行政局97 当事者 裁判事務 裁判官
R2.9.16 局長等専決

’
監督権不行使

■ ■ ﾛ っ

〆

98 行政局 当事者 裁判事務 裁判官
R2.9.18

-

局長等専決 監督権不行使

－

－

99 当事者 裁判率務 その他
R2.9.18 局長等専決 監督権不行使 対象職員は裁判官及び書妃官

I I I l I I D l I

100 当事者 裁判事務 裁判官

｡2"， |局長等専決|霊督樋不行使
1 －－＝ い I I

壷言 －

ゴ ー､一

吐 幸
Ⅱ ■

申ご
■
■
■
■
■
■

ｉｌ101 行政局 当事者 裁判事務 その他 対象職員ば裁判官及び番肥官
対象事務には司法行政事務を
含む

群

班
''1

｜鴎督…
局長等専決

｜
、

I

lf
l… ‘
|恥[些琴△- 冨 一 一一 一 =_ _ _昌一 ._ ‐ _司 ＝-- 二－ｦ

行政局102 当事者

’
裁判事務 裁判官

R2.9.30 局長等専決 監督権不行使

|；行政局 当事者 裁判事務 裁判官
R2.1 監督権不行使

一

＝

11

当事者 裁判事務 裁判官

’ R2.10.19 1局長等専決 権不行使l■7

､

－ー一 一
－
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蕊
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・
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担当局課 申出人類型 対象事務 対象職員 不服の内容 処理日 処理類型 処理結果 備考
一 ●

’

p p m

－

105 行政局 当事者
ロ Ⅱ

裁判事務 裁判官
R2.10.19 局長等専決 監

｜ ’ ’
． Ⅱ ．

106 行政局 当事者 ｜裁判事務裁判事務 裁判官
R2.11.6 局長等専決 監督権不行使

一

■■■■■■
－－ー■

鄙

107 行政局 当事者 ｜ 裁判事務裁判事務 裁判官
R2.11.13 局長等専決 監督権不行使

ﾛ ﾛ ■

甲

■ 一

行政局108 、当事者 ｜ 裁判事務 裁判官
R2.11.24 局長等専決 監督権不行使

’
〆 0

行政局I当事者109 裁判事務
R2"11.28 局長等専決 監督権不行使

R ◆ 1 1

1 1 弓一一一T〒 一一一卜
洲｡｜ 行政局 ｜ 豐事者 裁判事務 裁判官

R2.11.28 局長等専決

－
－

■ ■

裁判事務 裁判官
R2.1J.28 局長等専決 監督梅不行使

日 日

’
封塁壁皇は裁判官’書肥官及
び事務官・

対象事務には司法行政事務を
含む

裁判事務 その他．
R2.12.3 局長等専決 監督権不行使
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劉
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担当局課 申出人類型 対象事務 対象職員 不服の内容 処理臼 処理類型 処理結果 備考
－’ ’

！
1 1 1 1

ロ ロ － ‐ ロ

113 行政局 当事者 裁判事務 その他 対象職員は書記官及び事務官
対象事務には司法行政事務を
含む ､

R2.12.11 局長等専決 監督権不行使

114 行政局 当事者 裁判事務｜ 裁判官
R3.1.20 局長等専決 監督権不行使

ー

行政局

瀦繕不行使|対象職員
115 当事者 裁判事務｜ その他裁判事務

R3;2.4 局長等専決 は裁判官及び書記官■ ■ 申Ⅱ■

ｌｌｌ
Ｌ－

Ｉｌ
『
ｌ

ｌ
ｌ
１

Ｉ
ｌ

ｌ
ｌ

116 行政局 当事者 裁判事務 裁判官
R3.2.4 局長等専決

～

■
一
戸 旦星 ･ ・ 一 ロ ロ ロ

117 行政局 当事者
權不

裁判事務 裁判官
局長等専決R3.2.5 監督 行使

■

■

■

各

■

■

■

■

■
■
■
■
■
■
■

◆

、 1 1 一一垂 『 I I

1－ ’1’ § ．
118 行政局 当事者 裁判事務 その他

R3.2.5 局長等専決
P

l■ 名 ｴ ﾛ ■ ■

r一
■ ■

4

豐事者｜患判事務
〃

11 9 行政局 裁判官
R3.2.15 局長等専決 監督権不行使

．’
I I

■ 奄

■■■■■■
ﾛ 』 ■ ｡

行政局2 当事者 裁判官 。

R3.2.15 局長等専決 監督権不行使｜ ｜ ，
－

一ーーー－

－
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I

蝿、一

ー

－

|、担当局課｜申出人類型 対象事務｜対象職員 韮

不服の内容
“

処理結果処理日 処理類型 備・考
ｸ 0 ー

－

－

島麹鍔 い ‐、べ・。
121 "行政局 当事者 裁判事務｜ 裁判官裁判官

金 ■■■■■
R3‘2.15 局長等専決 監督樋不行使a

勇名
一
一
一

I
● a

－

122 行政局 当事者 裁判事務 裁判官
R3.2.15 局長等専決 監督権不行使

I、'1 1 1…■丑一一

G ■ 9 1 5 F

〒---ﾄｰｰ
ｰ

123 行政局 当事者 裁判事務 裁判官
R3:2.15 局長等専決I 監督権不行使

一
◆

ー
ｰ

L.柔・』

露
124 行政局 当事者 裁判事務 裁判官 ご 久駄

■■■■■
R3.215 局長等専決 監督権不行使

一
一

1 1
●

顕

j宙

－

125 行政局 その他 裁判事務 裁判官
R3.2.17 監腎権不行使

I

誰 ＝－－トトーL－ﾛ■■■■■■■■■■ ●

．

126 行政局
｢

1

当事者 裁判事務 裁判官
R3.224 局長等専決 監督権不行使

§
一
二

1 1 1

行政局127 当事者 ｜ 裁判事務 載判官
R3.2.27 局長等専決 監督権不行使

28 行政局 当事者 裁判事務｜ 書記官
R3:3.3 局長篝専決 監督権不行使

－_､

－
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玉百丁処理日
’一

り

担当局課 申出人類型
～一

対象事務 対象職員 不服の内容

山
処理類型
|処雛果
L－－－－

備考

一一一
－

－－－

’ ■
129 行政局 当事者 裁判事務 裁判官

局長等専決R3.3-5 監督権不行使
ノ

－－

｜’

j

裁判事務行政局130 当事者 その他
R3.3.29 局長等専決 監督権不行使 対象職員は裁判官及び害肥官１

１
１

』 ■ ■ 且 ■

一一一一一一

家庭局131 当事者 書記官
局長等専決R2.7.31 不行使I

盃
一

I． ．、
Q

家庭局132 当事者了 裁判事務 家裁鯛査官
R2.8.17_ 局長等専決

｜
液
一

一

R2.8.31 局長等専決
家庭局133 当事者 裁判事務 その他

監督権不行使｜対象職員は裁判官及び書記官

’
一

B l

。
－

一
一
一
”

■■■■■■■■■

R"‘|局聯決|麓督総不碓|津聡員1鋼管及聯、
家庭局134 弁謹士 裁判事務

一

■■■■■■■■■

＝

L～

一
一

Il R29‘
、

専決
135 | 当事者 裁判事務

’
局長等
ノ 監督権不行使’

h

l
寺

L－上a乱
一
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家庭局136
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I担当局課 |申出人類型 ’対象事務 対象職員 不服の内容 処理日 処理類型 処理結果 備考
E C ロ

1 0 ロ 0 一

家庭局1‘37 当事者 裁判事務 その他
対象職員は,裁判官,調停委員
及び書記官

R2.11.20 局長等専決 監督権不行使

’

家庭局 ｜ 弁護士138 裁判事務 裁判官
監督権不行使R2.12.11 局長等専決

ﾛ

カ ーロ ･ 嘩・ ｰ‐ T I J I
■ ■ ‘ ■

一℃

呂
－口▲ ■し

139 恵庭局 当事者 裁判事務 家裁鯛査官
局長等専決R3.1.19 監督桧不行使

』
一
一
－

一一
I

8

140 家庭局 当蕊者 裁判事務 裁判官
R3.2.17 監督梅不行使

｜■ａ一国■■■■■

i
l
I

141 家庭局 ｜ 当事者 裁判事務 裁判官
P
G

Ra'二22 局長等専決 監督権不行使

ヱロ｡一よ＝二
＝

＃
』

ﾛ ﾛ 日

家庭局142 当事者 裁判事務 その他
局長等専決 対象職員は裁判官及び書記官宙

弓 ■

家庭局' I 当事者143 穀判官
R3.3.12 局長等専決 監督権不行使

＆ _ ■

I ソ 上 『 I

一
一

家庭局44 当事者 ｜ 裁判事務 裁判官

■■■■決 監督権不行使
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担当局課 申出人類型 対象事務 対象職員 不服の内容 処理日 処理類型 備考

－

I
145 家庭局 当事者 裁判事務 家裁調査官ゾ

R3.3.19 局長等専決

－

■ ﾛ

「■｡ ロ 、

146 家庭局 当事者 裁判事務｜家裁鯛査官
R3.3.19 局長等専決 監督権不行使
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事務総局会議資料察ユ
（ 6．月15日開脳）

（令和3． 6．

管財人等協議会の開催について

主催 各地方裁判所

期日 令和3年9月から令和4年3月までの間の1日

場所 各地方裁判所

協議事項倒産事件の管財事務等の処理に関し考慮すべき事項

15民三印）

１
２
．
３
４
５ 協議員 破産事件の破産管財人，民事再生事件の監督委員，管財人及び値

再生委員並びに会社更生事件の管財人等の各候補者

、 各地方裁判所の定める人数

各地方裁判所の倒産事件担当の裁判官及び裁判所書記官

民事再生事件の監督委員，管財人及び個人

）

参列員6

各地方裁判所の定める人数
0

、

、

ノ

し

▼

0



事務総局会議資料隼3
（6月ノ9日開催）

(令和3． 6． 15刑一印）
'

簡易裁判所刑事事件担当裁判官協議会の開催について

期 日令和3年10月から12月中の半日

開催形態次の各高等裁判所ブロックによる連合開催

①東京・仙台,②大阪・広島，③名古屋・札幌，④福岡・高松

開催場所①東京，②大阪j③名古屋，④福岡の各高等裁判所

協議事項 （1） 勾留・保釈の運用に関し考慮すべき事項

１
２

３
４

（2） 適正な令状事務の確保のために考慮すべき事項

（3） 刑事事件処理における地裁，事務局等どの連携・相談に関

し考慮すべき事項

会開催地の地方裁判所の刑事担当裁判官（部総括裁判官） 1人

員（1） 次のアないしウの刑事事件担当の簡易裁判所判事

ア東京, ､大阪，名古屋，福岡の各地裁管内 5人（うち少

なくとも3人は,原則として本庁併置簡裁の裁判官とする｡）

イ横浜， さいたま，千葉，神戸，札幌の各地裁管内 3人

． （うち少なくとも2人は，原則として本庁併置簡裁の裁判

官とする｡）

ウ上記以外の各地裁管内 2人（うち少なくとも1人は，

原則として本庁併置簡裁の裁判官とする｡）

ただし，簡易裁判所判事の人数が10人未満の地裁管内

については， 2人の出席が困難である場合は， 1人も可と

する。

（2） 各高裁所在地の地方裁判所の刑事担当裁判官（部総括裁判

官又はそれに準ずる裁判官） 1人

、
１
１
０
〃
グ

、

、一

司
協

５
６ 議

）

オブザーバー開催地の地方裁判所の刑事担当裁判官 1人

参考事項上記6及び7に加え，各庁の実情に応じてi若干名の協議員及

びオブザーバーを選定して差し支えない。ただし，オブザーバ

ーについては，開催地以外の地方裁判所の刑事担当裁判官も可

とする。

７
８



事務総局会議資料琴¥
（ 6月岱日開催）

(令和3． 6． 15刑一印）

検察審査会事務局長研究会の開催について

主催 次による共催

(1)東京，札幌各高等裁判所

(2) 大阪，福岡各高等裁判所

(3) 名古屋，仙台各高等裁判所

(4)広島,高松各高等裁判所

令和3年9月､15日から11月30日までの間の1日

'の(')についてI夫東京高等裁判所

1の(2)については，大阪高等裁判所

1の(3)については，仙台高等裁判所．

1の(4)については，広島高等裁判所

1

期日

開催場所

２
３

へ

1
1

／

I

研究事項 （1）事件の審査や審査会議運営のための補助事務に関し考慮すべ

き事項

（2）検察審査会行政事務に関し考慮すべき事項

地方裁判所本庁所在地にある検察審査会（ただしj東京，横浜，

さいたま．，千葉,大阪，京都，神戸，名古屋，広島及び福岡にあっ

ては第一検察審査会）の検察審査会事務局長とする。

開催場所の所在地にある検察審査会（ただし，東京，大阪及び広

島にあっては第一検察審査会）の検察審査会事務局長(な職他の

高裁所在地にある検察審査会の検察審査会事務局長と適宜分担して

行うことは差し支えない。 ）

4
0

研究員5

0

、
ノ 6 司会者
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事務総局会議（第21回）議事録
－－」
分’

一’
百罠罰
簔,麦去,9 l

’

1 －

|令和3年6月''日 (火)午前1．時od分～午前'0時,日時 0

場所 総局会議室

出席 中村事務総長村田総務局長，徳岡人事局長氏本経理局長，門田民事
局長兼行政局長,吉崎刑事局長，手嶋家庭局長，大須賀秘書課長兼広報
課長，杜下情報政策課長，染谷審議官，長崎審議官
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日

行政不服審査請求に対する裁決について

村田総務局長説明（資料）

国家公務員法等の一部を改正する法律について

徳岡人事局長説明

議事 1

2＝．今、
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事務総局会議資料
（ 6月ユユ日開脚

【総局会議配布資料】

(令和3． 6 22総務局）b

行政不服審査請求に対する裁決について

(配布資料目録）

裁決書（案）

裁判官会議議決事項(案）

１
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【総局会議配布資料1】
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【総局会議配布資料1】
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【総局会議配布資料1】
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二

戸

仏

■

α
凸▼独

令和3年●月⑪日
一今、

、

最高裁判所

（教示楠）

1この裁決については，この裁決があったことを知った日の翌日から起算して6

か月以内に，国を被告として（訴訟において国を代表する者は法務大臣となりま

す｡ ） ，裁決の取消しの訴えを提起することができます。

ただし， この裁決の取消しの訴えにおいては,不服申立ての対象とした処分が

違法であることを理由として，裁決の取消しを求めることはできません。

2上記の期間が経過する前であっても， この裁決があった日の翌日から起算して

1年を経過した場合は,裁決の取消しの訴えを提起することはできなくなります6

ただし，正当な理由があるときは，上記の期間やこの裁決があった日の翌日から

起算して1年を経過した後であっても裁決の取消しの訴えを提起することが認め

られる場合があります。
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【総局会議配布資料2】

裁判官会議議決事項（案）

2 下記の事務については，最高裁判所長官に委任する。ただし，最高裁判所長官

において裁判官会議の議を経ることが適当と認める事務は,裁判官会議の議によ

りこれを行う。

3最高裁判所長官は，上記2の委任に基づき下記の事務を行った場合において，

必要と認めるときは，裁判官会議に報告する。

記

最高裁判所が，行政不服審査法（平成26年法律第68号） ，行政不服審査法施

行令及び最高裁判所行政不服審査委員会規則に基づき，審査庁，審査庁となるべき

行政庁又は不服申立てにつき裁決等をする権限を有する行政庁として行うべき事務

（裁決（同法第45条第1項，第49条第1項及び第64条第1項の各規定に基づ

一~

、

／

く裁決を除く。 ）を除く。 ）
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、
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L ’事務総局会議（第22回）議事録
－－．－

令和3年6月29日 （火）午前1 0時00分～午前10時20分

一 画一一一
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｜
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場所|総局会議室 』 J

霊出席中村事務総長,村田総務局長,徳岡人事局長
者 局長兼行政局長吉崎刑事局長，手嶋家庭局

僅曼一廷王情報政策課長,染谷審議官,長崎
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1

【配布資料】

事務総局会議資料津I
《 6月ユヅ日開腿）

裁判所の保有する司法行政文書の開示に関する事務の取扱要

綱等に基づく事務の実施状況について

（期間：令和2年4月1日から令和3年3月31日まで）

1

1 開示申出等に関する事務の実施状況について

（1） 司法行政文書開示

申出件数最高裁1 143件（前年比約2％減）

下級裁730件（前年比約51%")

終局件数最高裁1039件下級裁103.8件

全部又は一部開示の判断最高裁732件下級裁723件

全部不開示の判断 最高裁279件下級裁297件

取下げ 最高裁 ．28件下級裁 18件

（2）保有個人情報開示

申出件数最高裁16件(前年比約57％減）

下級裁59件（前年比約12％減）

終局件数最高裁17件下級裁57件
《

全部又は一部開示の判断最高裁13件 下級裁33件

全部不開示の判断 最高裁4件 下級裁21件

取下げ 最高裁0件 下級裁3件

１

、
／

2苦情申出に関する事務の実施状況について

（1） 苦情申出件数87件（原判断庁最高裁49件（保有個4件含む）

裁g8件（保有個6件含む） ）． （前年比約SO%")

（2） 情報公開・個人情報保護審査委員会に諮問した件数86件

（3）答申件数 1 15件 ．

下級9

、



事務総局会議資料亭1
（ 6．月ユ9日開催）

【事務総局会議配布資料】

裁判官の配置

(下線部分変更箇所）
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事務総局会議資料津3
(､6月ユタ日開催）

(令和3． 6． 29人職印）

人事管理協議会の開催

主催（共催）庁 東京，大阪（札幌） ，広島（名古屋） ，福岡，仙台（高

松）高等裁判所

令和3年9月中の1日

ウェブ会議を用いて，各高等裁判所並びに各高等裁判所管

内の地方裁判所及び家庭裁判所と最高裁判所を接続する方

法により開催する。

､人事管理上の諸問題

各高等裁判所の事務局次長及び人事課長並びに各地方裁判

'所及び各家庭裁判所の事務局次長

1

期
開

日

催方法
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